
常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

の
様
式
の
も
の
は
令
和
４
年

１
月
１
日
か
ら
順
次
廃
止
し

て
い
く
。

問
押
印
を
廃
止
す
る
も
の

と
廃
止
し
な
い
も
の
が
あ
る

が
、そ
の
理
由
と
具
体
例
は
。

答
原
則
廃
止
と
す
る
が
、

例
外
的
に
、
国
の
法
令
等
で

押
印
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
契
約
書
な
ど
や
、
当
事
者

間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る

恐
れ
の
あ
る
下
水
道
受
益
者

負
担
金
申
告
書
な
ど
は
、
廃

止
の
対
象
外
と
し
て
い
る
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
１
１

０
号
他
１
件
に
つ
い
て
、
全

員
一
致
、
原
案
ど
お
り
可
決

し
た
。

行
政
説
明
案
件

三
原
市
公
有
財
産
利
活
用
基

本
方
針
に
つ
い
て

【
概
要
】
未
利
用
財
産
の
現

状
と
課
題
を
明
確
に
し
、
積

極
的
な
有
効
活
用
を
図
る
た

め
、
財
産
利
活
用
の
基
本
原

則
を
定
め
広
く
周
知
し
よ
う

12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
１
１
０
号
「
三
原
市
職

員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
」

議
第
１
１
１
号
「
三
原
市
固

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
行
政
手
続
の
簡
素

化
と
市
民
の
負
担
軽
減
及
び

利
便
性
の
向
上
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
、 

押
印
見
直

し
に
伴
う
条
例
改
正
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
議
第
１
１
１
号
に
つ
い

て
、
押
印
廃
止
に
伴
い
、
本

人
確
認
は
ど
の
よ
う
に
行
う

の
か
。

答
審
査
申
出
書
の
提
出
時

に
従
前
か
ら
運
転
免
許
証
の

提
示
等
を
求
め
て
い
る
。

問
押
印
見
直
し
を
ど
の
様

に
進
め
て
い
く
の
か
。

答
規
則
・
要
綱
な
ど
で
様

式
を
定
め
て
い
る
も
の
は
令

和
４
年
春
を
目
途
に
、
任
意

で
閉
鎖
す
る
た
め
、
条
例
を

廃
止
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
両
施
設
の
廃
止
に
つ
い

て
、
利
用
者
の
理
解
は
得
ら

れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
貸

館
機
能
は
今
後
ど
の
施
設
が

補
う
の
か
。

答
平
成
30
年
に
は
廃
止
の

決
定
を
し
て
お
り
、
一
定
の

理
解
を
得
て
い
る
。
代
替
施

設
と
し
て
は
、
久
井
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
等
の
利
用

を
お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

議
第
１
１
５
号
「
三
原
運
動

公
園
の
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て
」
及
び
議
第
１
１

６
号
「
三
原
市
白
竜
湖
ス

ポ
ー
ツ
村
公
園
の
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
令
和
４
年
３
月
末

で
指
定
期
間
が
満
了
す
る
こ

と
に
伴
い
、
両
施
設
の
指
定

管
理
者
を
改
め
て
指
定
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議

決
を
求
め
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
議
第
１
１
５
号
に
つ
い

て
、
指
定
管
理
者
選
定
委
員

会
に
よ
る
今
回
の
評
価
点
が

平
成
30
年
の
前
回
指
定
時
の

評
価
点
と
比
較
し
て
低
い
た

め
、
利
用
者
の
満
足
度
向
上

に
繋
が
ら
な
い
の
で
は
な
い

と
す
る
も
の
。

問
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て

行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
活
用
促
進
条
例
を
議
会

に
示
す
と
同
時
に
市
民
に
周

知
し
、
４
月
ス
タ
ー
ト
を
考

え
て
い
る
。

問
利
用
停
止
や
廃
止
決
定

後
も
次
の
方
針
が
な
か
な
か

定
ま
ら
な
い
現
状
が
あ
る
が

ど
う
か
。

答
内
部
事
務
の
明
確
化
・

効
率
化
に
よ
り
財
産
管
理
課

へ
の
引
継
ぎ
を
１
年
以
内
で

行
い
た
い
。

問
活
用
委
員
会
に
つ
い
て

問
う
。

答
各
施
設
廃
止
後
に
そ
の

施
設
を
行
政
活
用
す
る
か
地

域
活
用
す
る
か
処
分
を
ど
う

す
る
か
な
ど
、
方
針
を
定
め

る
委
員
会
で
あ
り
、
副
市

長
・
部
長
・
財
産
管
理
課
長

等
庁
内
メ
ン
バ
ー
で
構
成
す

る
。

問
廃
校
の
跡
地
活
用
に
つ

い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
以
外
の

様
々
な
方
法
で
Ｐ
Ｒ
し
て
は

ど
う
か
。

答
廃
校
に
つ
い
て
は
学
校

か
。

答
今
回
の
採
点
に
あ
た
っ

て
は
、
提
案
内
容
が
こ
れ
ま

で
の
管
理
運
営
と
同
等
の
場

合
は
、
満
点
に
対
し
て
５
割

の
評
価
点
と
す
る
採
点
基
準

を
用
い
て
お
り
、
評
価
点
が

満
点
に
対
し
て
６
割
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
低
い

評
価
で
は
な
い
。
ま
た
、
提

案
に
は
様
々
な
新
た
な
取
り

組
み
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
の
経
験
を
踏
ま
え

て
、
よ
り
一
層
の
サ
ー
ビ
ス

向
上
が
期
待
で
き
る
内
容
で

あ
る
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
１
１

２
号
他
４
件
に
つ
い
て
、
全

員
一
致
、
原
案
ど
お
り
可
決

し
た
。

施
設
等
跡
地
活
用
に
関
す
る

基
本
方
針
に
基
づ
い
て
整
理

す
る
が
、
活
用
・
処
分
で
き

な
い
施
設
に
つ
い
て
は
地
域

と
の
整
理
が
つ
い
た
ら
活
用

検
討
委
員
会
に
か
け
て
活
用

促
進
条
例
で
減
額
処
分
・
利

活
用
を
図
る
。

　

情
報
発
信
の
方
法
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

【
主
な
議
案
の
概
要
と
質
疑
】

議
第
１
１
２
号
「
三
原
市
久

井
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置

及
び
管
理
条
例
の
廃
止
に
つ

い
て
」
及
び
議
第
１
１
３
号

「
三
原
市
久
井
高
齢
者
創
作

館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
廃

止
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
両
施
設
の
老
朽
化

は
著
し
く
進
行
し
、
利
用
状

況
が
低
調
で
今
後
の
需
要
が

見
込
め
な
い
こ
と
か
ら
、
公

共
施
設
類
型
別
実
施
計
画
に

基
づ
き
、
令
和
４
年
３
月
末

厚
生
文
教
委
員
会
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12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

【
主
な
議
案
の
概
要
と
質
疑
】

議
第
１
１
７
号
「
三
原
市
棲

真
寺
山
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場

設
置
及
び
管
理
条
例
の
廃
止

に
つ
い
て
」

【
概
要
】
民
間
事
業
者
に
よ

る
運
営
が
可
能
な
施
設
で
あ

る
こ
と
や
、
施
設
の
老
朽
化

が
進
み
、
大
規
模
修
繕
等
に

多
額
な
費
用
が
必
要
と
な
る

こ
と
か
ら
、
廃
止
す
る
条
例

を
提
出
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
キ
ャ
ン
プ
需
要
が
上
向

い
て
い
る
中
、
施
設
廃
止
に

至
っ
た
経
緯
と
、
廃
止
後
の

施
設
活
用
の
検
討
状
況
は
。

答
現
在
の
運
営
収
益
で
は

大
規
模
修
繕
等
が
で
き
な
い

た
め
廃
止
の
方
針
に
至
っ

た
。
廃
止
後
は
、
民
間
事
業

者
へ
現
状
有
姿
の
ま
ま
有
償

貸
付
す
る
方
向
で
検
討
し
て

い
る
。

問
現
在
の
指
定
管
理
者
の

地
元
団
体
へ
は
、
施
設
廃
止

と
廃
止
後
の
活
用
の
検
討
状

況
に
つ
い
て
、
事
前
に
説
明

が
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答
昨
年
度
、
指
定
管
理
更

行
政
説
明
案
件

「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

制
度
」
の
導
入
に
つ
い
て

【
概
要
】
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
の
関
係
で
あ
る
二
人

が
、
お
互
い
を
人
生
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
、
日
常
の
生
活

に
お
い
て
相
互
に
協
力
し
合

う
関
係
（
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
）
で
あ
る
宣
誓
書
を
提
出

す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
市
が

そ
れ
を
認
め
受
領
証
及
び
受

領
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
制
度

で
あ
る
。
ま
た
、
市
が
発
行

す
る
受
領
証
及
び
受
領
カ
ー

ド
に
よ
り
、
市
及
び
広
島
県

の
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
一
部

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
た
だ
し
、
法
的
な
婚
姻

関
係
を
認
め
る
制
度
で
は
な

い
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
こ
の
制
度
を
導
入
し
て

い
る
自
治
体
は
全
国
で
い
く

つ
か
。県
内
で
は
い
く
つ
か
。

答
令
和
３
年
９
月
時
点
、

全
国
で
は
約
１
３
０
の
自
治

体
が
導
入
し
て
お
り
、
県
内

で
は
広
島
市
と
安
芸
高
田
市

が
導
入
し
て
い
る
。

「
令
和
３
年
７
月
広
島
県
大

雨
災
害
義
援
金
の
配
分
に
つ

い
て
」

【
概
要
】
災
害
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
被
災
者
の
生
活
再

建
の
一
助
と
す
る
た
め
、
日

本
赤
十
字
社
広
島
県
支
部
や

広
島
県
共
同
募
金
会
な
ど
が

共
同
し
受
け
付
け
る
寄
附
金

で
、
県
の
義
援
金
配
分
委
員

会
の
決
定
を
受
け
、
市
災
害

義
援
金
配
分
委
員
会
を
開
催

し
配
分
す
る
。
本
市
で
は
罹

災
証
明
書
に
基
づ
き
、
半
壊

４
世
帯
（
１
世
帯
当
た
り
42

万
５
千
円
）、
床
上
浸
水
16

世
帯
（
１
世
帯
当
た
り
８
万

５
千
円
）、
合
計
20
世
帯
に

義
援
金
を
配
分
す
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
こ
の
度
の
第
一
次
配
分

金
に
つ
い
て
は
、
本
市
の
配

分
委
員
会
で
県
の
配
分
基
準

額
と
同
一
と
し
て
い
る
が
、

同
一
と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

る
の
か
。

答
基
本
的
に
は
県
と
同
じ

だ
が
、
平
成
30
年
豪
雨
の
時

は
被
害
が
と
て
も
大
き
く
、

本
市
へ
直
接
義
援
金
が
届
い

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
第
二

次
配
分
の
時
に
、
農
業
者
、

事
業
者
、
床
上
・
床
下
浸
水

世
帯
に
対
し
、
独
自
基
準
に

よ
り
配
分
し
た
。
そ
れ
以
外

は
県
と
全
て
同
じ
基
準
額
で

配
分
し
て
い
る
。

新
の
際
、
伝
え
て
い
た
。
引

き
続
き
地
元
団
体
や
地
域
へ

の
情
報
提
供
に
努
め
る
。

問
民
間
事
業
者
の
運
営

で
、
指
定
管
理
料
が
な
く
て

も
今
ま
で
通
り
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
の
見
通
し
は
あ
る
の
か
。

答
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で

事
業
者
を
公
募
す
る
が
、
運

営
を
検
討
し
て
い
る
複
数
の

事
業
者
は
、
利
用
料
収
入
だ

け
で
運
営
で
き
る
と
判
断
し

て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
１
１

７
号
他
３
件
に
つ
い
て
、
全

員
一
致
、
原
案
ど
お
り
可
決

し
た
。

行
政
説
明
案
件

「
市
営
宮
沖
住
宅
等
移
転
統

合
建
替
基
本
設
計
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
宮
沖
・
宮
浦
・

西
迫
上
住
宅
の
３
住
宅
１
３

２
戸
を
統
合
し
、
宮
沖
住
宅

敷
地
へ
新
た
に
80
戸
の
住
宅

を
建
て
替
え
す
る
基
本
設
計

内
容
に
つ
い
て
説
明
を
受
け

た
。
令
和
５
年
度
か
ら
建
設

工
事
に
入
り
、
６
年
10
月
に

供
用
開
始
と
な
る
予
定
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
災
害
時
に
屋
上
に
逃
げ

ら
れ
る
の
か
。

答
屋
上
は
、
避
難
場
所
と

し
て
想
定
し
て
い
な
い
。

問
宮
沖
は
高
潮
等
の
浸
水

区
域
に
な
っ
て
い
る
が
、
１

階
の
浸
水
対
策
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
１
階
の
浸
水
対
策
は
想

定
浸
水
が
３
〜
５
ｍ
の
た
め

困
難
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

点
は
、
避
難
の
必
要
性
を
十

分
説
明
し
た
上
で
、
入
居
し

て
い
た
だ
く
。

「
広
島
臨
空
産
業
団
地
の
企

業
立
地
協
定
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
広
島
臨
空
産
業
団

地
へ
の
野
村
乳
業
株
式
会
社

の
立
地
が
決
定
し
た
。
令
和

５
年
９
月
の
操
業
開
始
で
、

従
業
員
は
20
人
が
予
定
さ
れ

て
い
る
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
土
地
取
得
予
定
金
額
９

５
０
０
万
円
は
全
て
県
へ
入

る
の
か
。
ま
た
、
市
の
補
助

は
あ
る
の
か
。

答
全
額
県
へ
入
る
。
市
か

ら
は
、
土
地
取
得
奨
励
金
、

固
定
資
産
税
相
当
額
奨
励

金
、
生
産
設
備
投
資
額
奨
励

金
、
雇
用
奨
励
金
が
対
象
と

な
る
。

問
に
ぎ
わ
い
事
業
と
し
て

思
い
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は

あ
る
の
か
。

答
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
の
企

画
販
売
や
工
場
見
学
も
考
え

ら
れ
て
お
り
、
八
天
堂
と
共

に
食
で
人
を
呼
び
込
め
る
施

設
に
な
る
予
定
。

「
三
原
内
港
再
生
基
本
計
画

の
策
定
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
三
原
内
港
再
生
基

本
計
画
策
定
審
議
会
で
、
三

原
内
港
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
基

本
方
針
が
決
定
さ
れ
、
説
明

を
受
け
た
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
港
湾
ビ
ル
は
ど
う
す
る

計
画
な
の
か
。

答
基
本
計
画
を
県
へ
提
出

し
、
県
と
市
が
連
携
し
て
実

施
計
画
作
成
に
入
る
が
、
そ

の
中
で
考
え
て
い
く
。

問
近
代
的
に
す
る
の
か
、

レ
ト
ロ
に
す
る
の
か
、
統
一

性
を
持
た
せ
て
欲
し
い
。

答
実
施
計
画
で
検
討
し
て

い
く
。

問
街
中
の
案
内
表
示
に
統

一
感
が
無
い
。
ピ
ク
ト
グ
ラ

ム
等
を
活

用
し
、
統

一
感
を
持

た
せ
て
欲

し
い
。

答
検
討

す
る
。

経
済
建
設
委
員
会

三原内港
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